
1011
市報
ふじみ野 2024.5

■ふじみ野市役所 ......................

 ........
■ふじみ野市大井総合支所
■ふじみ野市役所出張所

 ... 今月のトピックス
〒356･8501 埼玉県ふじみ野市福岡1･1･1　　　049･261･2611　049･266･6245
〒356･8555 埼玉県ふじみ野市大井中央1･1･1　049･261･2811　049･266･6271
〒356･0006 埼玉県ふじみ野市霞ケ丘1･2･7　 　049･261･0353　049･261･0785

ふじみ野市ホームページアドレス 　https://www.city.fujimino.saitama.jp　

災害情報発信

申込先●危機管理防災課（ 049・262・9017）

電話・ファクスによる災害等緊急情報配信サービスを開始します
　市が発信する避難指示などの「避難情報」や全国瞬時警
報システム（J アラート）による緊急地震速報、弾道ミサイ
ル情報などの「国民保護情報」を固定電話またはファクスに
配信するサービスを 6 月 1 日から開始します。
対象　電話＝市内在住で、防災行政無線が聞き取りにくく、

携帯電話やスマホなどメールでの情報入手が難しい人
　ファクス＝市内在住で、防災行政無線が聞き取りにくく、携

帯電話やスマホなどメールでの情報入手が難しい人、また
は防犯電話などの機能により、電話での受信ができない人

※ F メールを利用している人は、電話・ファクス配信サービ
スを利用できません。
配信サービスの登録・利用料金　無料
※ファクス受信に係るインク・用紙費用などは利用者の負担
となります。
申込方法　6 月 3 日㈪から窓口か電話で申し込む（平日午

前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分）

●主な配信内容
・気象警報などに伴う避難情報（避難指示などの発令）
・緊急地震速報（震度 5 弱以上）
・国民保護情報　　など
●注意事項
・ 夜間（深夜）や早朝に配信する場合があります。
・ 尋ね人（迷い人）・迷子放送や特殊詐欺注意喚起情報など

は配信しません。
・ 全国瞬時警報システム（J アラート）と連携した配信訓練

を年に数回行います。
・ 防犯電話などの機能が付いている電話機は、メッセージが

受信できない場合があります。
・ 回線の混雑状況や通信設備の性質上、遅延や配信されな

い場合があります。テレビやラジオなど、その他の手段で
の情報収集を行い、早めの行動を心掛けてください。

空き家対策

空き家の適切な管理や利活用を考えましょう

問合せ●建築課（ 049・262・9043）

令和 4 年度決算 財務書類を公表します
財務書類

問合せ●財政課（ 049・262・9004）

　財務書類とは、「その年にどのような収入があり、それをどのように使った
のか」といった現金の動きだけでなく、「市が整備してきた資産や借入金など
の負債がどれだけあるのか」といった資産の情報や、「行政サービスを提供す
るためにどれくらいの費用がかかり、それをどのように賄っているのか」といっ
た収支の情報を明らかにするものです。
　資産や負債の状況を表す「貸借対照表」と、行政サービスに
かかった費用を表す「行政コスト計算書」を説明します。
　詳しい財務書類は、市ホームページで公表しています。

▼連結している会計の範囲
市の会計 市に関する会計

・一般会計
・�国民健康保険特別
会計

・介護保険特別会計
・�後期高齢者医療事
業特別会計

・�水道事業会計
・下水道事業会計

・彩の国さいたま人づくり
広域連合
・埼玉県後期高齢者医療広
域連合
・埼玉県市町村総合事務組合
・入間東部地区事務組合
・入間東部福祉会

分析指標
世代間負担比率 歳入額対資産比率 有形固定資産減価償却率

	過去および現世代負担比率（純資産比率）	６4．9%（63．0％） 
「純資産合計÷資産合計×１００」

	将来世代負担比率　18.9%（19.7％） 
「地方債残高（※1）÷有形・無形固定資産合計×100」 

※１＝地方債残高から減税補塡債、臨時財政対策債を控除した残
高：２76億7，4００万円 

　市が保有している資産の形成にあたり、これまでの世代が負
担した割合と将来世代が負担する割合を示しています。地方債
残高が大きいですが、市民の皆さんの負担が少ない合併特例債
などを活用して公共施設の整備を進めているためです。

２．２年（2.１年）	
「資産合計÷歳入総額（※２）」
※２＝歳入総額：8２０億８,１００万円
　形成された資産が歳入の何年分に
相当するかを示しているものであり、
この年数が多いほど公共施設の整備
が進んでいると考えられますが、反
面、維持管理費が多く発生すること
が見込まれます。

5２.３%（５０.６％）
「減価償却累計額（※3）÷（有形固定資産合計
－土地などの非償却資産（※4）＋減価償却累
計額）×100」
※3＝減価償却累計額：７０８億２,４００万円
※4＝土地などの非償却資産：802億2,000万円

　耐用年数に対して資産を取得してからどの
程度経過しているかを把握することができる
ものであり、１００％に近いほど施設の老朽化
が進んでいると言えます。

※（ ）内は令和３年度の数値です。

　市が保有する土地、建物、現金預金、基金などの資産と、
その資産の形成に使った財源（負債・純資産）を表しています。
負債は、今後の支払義務があるため、将来世代の負担を意味
します。純資産は、これまでに皆さんが納めた税金や行政活
動によって得られた収益または費用が蓄積されたもので、過
去または現世代の負担を意味します。

貸借対照表（バランスシート）

資産の部
（これまで積み上げてきた財産）

負債の部
（将来世代の負担）

１. 有形固定資産1,447 億 2,800 万円 
（庁舎、保育所、学校、図書館、体育館な
どの事業用資産、道路、公園、上下水道
などのインフラ資産および物品）
２. 無形固定資産１3 億 4，７００万円 
（所有するシステムやソフトウェアなど）

３. 投資その他の資産１３９億１，３００万円 
（出資金や貸付金、特定目的基金など）

４. 流動資産１83 億４,４００万円 
（現金預金、財政調整基金、減債基金など）

１. 固定負債 ５５３億５,８００万円 
（債務の返済期限が翌々年度以降のもの
など）

２. 流動負債 ７２億２,８００万円 
（債務の返済期限が翌年度のものなど）

負債合計 ①６２５億８，７００万円

純資産の部
（過去または現世代の負担）

純資産合計 ②１，１５７億４，５００万円

資産合計
１，７８３億３，２００万円

負債および純資産合計
①＋② １，７８３億３，２００万円

　令和 4 年度に市が提供した行政サービスのうち、大きな
比重を占める人的サービスや給付サービス（福祉事業やごみ
の収集）などの資産形成につながらない行政サービスにか
かったコストを表しています。現金の支出を伴わない減価償
却費などのコストも含み、普通建設事業費などの資産形成に
つながるコストや借金の元金返済額は含みません。

行政コスト計算書

Ⓑ経常収益（行政サービスなどの利用による使用料・手数料など）
 ・・・	 38億6,600万円
Ⓒ純経常行政コスト（Ⓐ－Ⓑ） ・・・620億8,800万円

62.5%62.5%
25.2%25.2%

11.1%11.1%
1.2%1.2%

その他のコスト 
（負債の利子や保険料など）
8億1,700万円

人にかかるコスト 
（職員の給与など）
73億800万円

物にかかるコスト 
（物品や修繕、委託料、減価償却費など）
166億400万円

移転支出的なコスト 
（社会保障給付、補助金など）
412億2,500万円

ⒶⒶ
経常行政コスト経常行政コスト

総額総額
659 億５，４００万円659 億５，４００万円

※各項目の金額は、百万円未満を四捨五入しているため、積み上げた合計額と一致しないことがあります。

　空き家は、相続や一人暮らしの高齢者が施設へ入居する
ことなどをきっかけとして発生します。一度空き家になっ
てしまうと、「解体費用をかけたくない」「家財・荷物を片
付けられない」「将来自分や親族が使うかもしれない」な
どの理由からそのまま放置されることが多くなります。
　空き家を放置すると、倒壊やごみの不法投棄、放火など
により火災発生など地域にさまざまな影響を及ぼすことが
懸念されます。空き家にしないため、空き家を放置しない
ために、「売る」「貸す」「使う」「解体する」など、利活用
の方針を家族で話し合って決めることが重要です。
　市では専門家の団体と協定を結び、空き家問題を解決す
るための無料相談窓口の設置などさまざまな支援を行って
います。空き家を所有、管理、相続する予定があり、空き
家の相談を希望する人や近所で「特
定空家」や「管理不全空家」に該当
すると思われる空き家を見つけた人
は建築課までご連絡ください。

●管理が不適切な空き家の指導、勧告の範囲が拡大
　空家等対策の推進に関する特別措置法が改正され「特定
空家」に加えて「管理不全空家」も指導・勧告の対象とな
りました。市から「特定空家」や「管理不全空家」として
指導を受け、それに従わずに勧告を受けると固定資産税な
どの軽減措置（住宅用地特例）が受けられなくなります。
　空き家を所有、管理している人は、日頃から適切な維持
管理を心がけましょう。
●相続登記の申請が義務化されました
　これまで任意であった相続登記申請が、不動産登記法の
改正により義務化（令和 6 年 4 月 1 日施行）されました。
この他に登記簿の内容（住所など）に変更が生じた場合、
変更登記の申請も義務化（令和8年4月1日施行）されます。

※特定空家とは、そのまま放置すると倒壊などにより周囲に深
刻な影響を及ぼす恐れがあるもの。
※管理不全空家とは、窓や壁が破損しているなど、管理が不十
分でありこのまま放置されると特定空家になる恐れがあるもの。


